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今回は、自治体で行われている会計制度改革に焦点

を当てます。現在、全国の自治体が財政困難に直面し

ており、財政再建に必要不可欠な情報を得るための会

計システムの改革が、大きな課題となっています。

地方自治体の会計は、明治22年公布の会計法以来、

現金主義・単式簿記で認識測定、記録されています。現

金主義、単式簿記とは、現金を収入・支出した時に取引

を測定し、収支会計のみを記帳する方法であり、貸借対

照表、コスト（費用）計算書を作成しません。自治体は会

計年度開始前に必ず予算案を作成して議会の承認を

受けます。自治体会計は、議会の承認した予算に対す

る執行の状況や結果を示すものとされてきたため、資金

収支だけの現金主義の単式簿記で十分だったのです。

現在のところ、地方自治体が住民に対して開示する

決算の内容は、予算の執行状況を示すだけのものであ

り、地方自治体の財務状況の善し悪しや、納めた税金

が住民サービスの向上にどのように結び付いているの

かはよく分かりません。特に、「ストック情報」および「コス

ト情報」がないことから負債が隠れ、また、事業運営の

効率性が意識されず、地方自治体の大幅な財政悪化に

つながってしまったのです。

1．隠れた負債を明示することが
健全財政への第一歩

隠れた負債をつくらず、各年度の経営活動を明確に

開示するために考え出されたのが、複式簿記、発生主

義会計の導入です。現金・預金だけでなく、有形固定資

産、投資等、借入金といった経済資源全般を記帳の対

象に含めることによって、貸借対照表、行政コスト計算

書、キャッシュ・フロー計算書の3表の作成が可能となり

ます。

まず、貸借対照表においては有形固定資産や借入金

等のストック情報が計上されます。行政コスト計算書にお

いては事業運営のコスト（経済資源の費消額）が記帳さ

れ、キャッシュ・フロー計算書では、財源の調達と使途（現

金収支）が明らかになります。借入金の水準を見ること

ができるようになった結果、自治体が、将来世代へ負担

を先送りしていないか判断できるようになります。また、

組織別、事業別の財務諸表を作成することによって、各

事業の責任者が、事業の質、量、およびコストの適正性

を評価し、業務の改善および効率化に役立てることが可

能になります。自治体が財政の健全化を進めるには、現

状を正確に把握することが必要であり、複式簿記、発生

主義会計の導入が、その第一歩と言えます。

2．地方自治体の経営報告書
（アニュアル・レポート）の骨組み

投資家は、リスクに見合うリターンを得ることを期待し

て企業に投資しますが、政府や自治体においては、納税

者（住民）は法の定めるところにより税金を負担し、自治

体の事業そのものに関心を抱いています。一方、自治体

の目的は利益を上げることではなく、住民にサービスを

提供することによって住民の福祉を向上させることです。

自治体が継続的かつ安定的に住民にサービスを提供

し続けるためには、自治体の効率的かつ適切な財政運

営が欠かせません。仮に、自治体が「財政再建団体」※1

に転落した場合、自治体は政府の管轄下に置かれ、住

民へ提供するサービスも大きく限定されてしまいます。

したがって、自治体が財務報告をする基本的な目的

は、自治体の提供するサービスが、住民の福祉の向上に

どの程度役立っているか、そして自治体の財政がどのよ

うに運営され、いかに経済資源を効率的に費消している

のかを評価するための情報を提供することにあります。

このため自治体は、従来から開示している「予算の概

要」に加えて、自治体の財政状態および財政運営に役

立つ情報を提供する「財務会計報告」、自治体が実施

している個別の事業の業績評価を可能とする「管理会

計報告」を、住民に開示する必要があります。また自治

体の首長は、選挙で住民に公約を示して当選していま

すから、所信表明として、公約の進捗状況を説明する義

務があります。

自治体が、「経営報告書」としてこれらの情報を定期

的に住民に開示して初めて、住民は、自治体の財政運

営および業績の状況を適正に判断できるようになり、自

治体の首長の経営責任に対する大きな牽制効果となる

のです。住民は具体的な情報を入手することによって自

治体の現状の認識が深まり、自分たちの望む街づくりの

方向を自治体に伝えやすくなります。
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経営報告書を開示することは、自治体にとっても大き

なメリットがあります。予算の制約から住民が求める複

数の事業を同時に実施できない場合、住民同士の利害

が衝突します。このとき、自治体が経営報告書の中で事

業の優先順位およびその根拠をきちんと示せば、住民の

理解を得られやすくなります。さらに、自治体の活動を会

計数値として開示することで、自治体の存在意義を具体

的に裏付け出来るようになり、納税に対する住民の不満

を和らげる効果を期待できます。

3．財務会計報告

財務会計報告は、主に外部公表用に作成され、財政

運営を評価するために活用されます。中心となる財務諸

表は、貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー

計算書の基本3表および関連する注記事項（会計方針

を含みます）です。発生主義会計の導入によって3表を

セットで作成できるようになりました。自治体の財政状態

や事業の経営成績を総合的かつ個別的に分析するこ

とが可能になっているため、この財務諸表は「機能する

バランスシート」※2と呼ばれています。行政の活動を会計

数値で表現することで、その経営責任の所在を明確に

し、職員のコスト意識を高め、行政活動の状況をいっそ

う明らかにするための手段となります。

1999年7月、危機的な財政状況にあった東京都では、

財政を立て直すため、「財政再建プラン」を公表しまし

た。同年11月には具体的な戦略プランを発表し、その一

環として2000年度より、「機能するバランスシート」の作成

を開始しました。これまで見えなかったストック情報、コ

スト情報が明らかになることで、経済資源の効率的な管

理が可能になると同時に、借入金等の負債の返済や毎

年の運営コストを負担する上で、受益と負担の衡平や、

世代間の負担の衡平が保たれているか否かを評価で

きるようになりました。また、歳出の削減、隠れ借金の圧

縮、歳入の確保などの具体的な目標が明らかになり、財

政再建を進めやすくなりました。

4．管理会計報告

「機能するバランスシート」は、すべての経済資源を

記帳の対象とするため、事業別あるいは部門別に作成

することができます。事業の業績を個別に把握すること

によって、個々の事業の責任体制を明確にし、事業成績

そのものを業績評価に結び付けることが可能になりま

す。局別や事業別の財務諸表は、業績管理に不可欠な

会計情報を提供しますから、事業の経営者は必要な業

績情報を入手でき、効率的かつ適正な事業を遂行する

のに役立ちます。自治体内における責任の明確化とマネ

ジメント意識の向上に極めて有効であると言えるでしょ

う。

自治体ではさまざまな事業が行われています。その中

には多くの収益事業や大型投資事業が含まれ、民間企

業と競合するものも少なくありません。しかし、従来の予

算システムでは個々の事業の効率性を測定する手段が

なかったため、自治体の財政が悪化するにつれて、事

業の効率性や成果に対する注目が高まり、管理会計の

導入が求められるようになりました。

また、原価計算制度を導入することによって、各事業

の採算管理が厳密になり、事業の効率性が向上するほ

か、同じ事業を運営する民間企業と比較することによっ

て、その事業を民間へ委託・移管するかどうかの意思決

定に役立ちます。

管理会計のもう一つの機能は、自治体が行政評価す

る上で不可欠な情報を提供することです。例えば東京

都では行政評価の手法として、政策立案（Plan）、事業

執行（Do）、検証・評価（Check）、見直し（Action）の

PDCAサイクルを、日常の事業の遂行プロセスに組み込

むことを掲げています。管理会計データは、事業計画や

目標設定、遂行状況、業績評価、業績報告に必要な資

料を提供するツールであり、PDCAサイクルの全段階に

かかわってきます。つまり、自治体の行政評価が成功す

るためには、その根底にマネジメントとそれを支える管理

会計が有効に機能していなければならないのです。
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※1 財政再建団体とは、赤字額が国の算出した一定割合（都道府県の
場合は、標準的な行政水準を維持するために必要な一般財源の
総額である「標準財政規模」の5％）以上となったために、法律
（「地方財政再建促進特別措置法」）の定めるところにより、実質的
に国の指導監督の下で財政再建に取り組むべき地方公共団体の
ことです。予算編成をする際にも国の同意が必要になります。

※2 機能するバランスシートとは、事業活動を期間ごとに数字で表して
評価し、その組織体の長の経営責任を明らかにする「冷徹な用具」
となるものです。


